令和8年７月７日

〇宗教法人法第９条「登記に関する届出」に登記事項証明書の添付が不要になりました
　
　　　　　　三重県文化振興課

宗教法人法第９条に基づく、同法第７章の規定による設立や登記事項の変更等の登記をしたとき、登記事項証明書の添付を求めておりましたが、不要になりました。

　これまで　　　　　　「届出様式　＋　登記事項証明書」


令和8年７月から　　「届出様式」のみを三重県へ提出
　　　　　　　　　　　　電子申請（メール）も可能になりました
　　　　　　　　　　　　宛先　bunka@pref.mie.lg.jp

7月から　　　　　　










宗教法人法第９条「登記に関する届出」に該当する手続き
　 〇宗教法人設立登記届
　 〇宗教法人登記変更届（宗教法人法第９条に基づく第7章の規定による
登記事項）
〇宗教法人合併届及びこれに伴う解散届
　　　〇宗教法人解散及び清算人就任届
　　　〇宗教法人清算決了届


	※なお、本県において法務局との登記情報連携により確認しますので、法務局での登記手続き自体はこれまで通り必要です。




詳しくは　三重県庁文化振興課　宗教法人担当まで
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